
　秋田市立千秋美術館条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

　　令和６年３月19日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　秋田市長　穂　積　　　志　　　　　 

 

秋田市条例第11号 

 

　　　秋田市立千秋美術館条例の一部を改正する条例 

　秋田市立千秋美術館条例（平成元年秋田市条例第25号）の一部を次のよ

うに改正する。 

　別表の備考の５中「４月１日から翌年の３月31日までの期間」を「納付

 をした日から起算して１年の間」に改める。

 

 　　　附　則

　この条例は、令和６年６月29日から施行する。


